
石州半紙後継者育成支援事業補助金

石州半紙の技術者育成を目的とし、手すき和紙研修（長期研修・3年間）に
参加する方に、研修等にかかる費用の一部を補助します

研修期間の3年間

石州和紙の技術者をめざす人で、
ふるさと島根定住財団の

ＵＩターンしまね産業体験事業を利用し
手すき和紙研修に参加する方

＼ 対象となる方 ／

書類準備 交付申請 交付決定 交付請求

必要書類
 補助金交付申請書
 事業計画書
 住宅の賃貸借契約等
の写し

書類を
三隅支所防災自治課へ
提出してください

内容を審査後、
可否を決定し、

通知書をお送りします

住宅費用支援事業

研修費用支援事業

研修期間 市からの補助金額

3年目

2年目

1年目

1月あたり11万円

1月あたり5万円

研修参加者への
補助金額

補助金交付請求書に
必要書類を添えて

三隅支所防災自治課へ
提出してください

※詳細は要綱を参照

お問い合わせ先 浜田市三隅支所 防災自治課（〒699-3211 島根県浜田市三隅町三隅1434番地）
TEL : 0855-32-2801 (直通) FAX : 0855-32-3170 E-mail：m-jichi@city.hamada.lg.jp

1月あたり17万円

・参加者支援事業
・住宅費用支援事業

補助対象事業

補助対象期間

3年間 家賃等の2分の1以内
※上限：1月あたり2万円

申請方法

定住財団からの
助成金額

1月あたり12万円

1月あたり6万円
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